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今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅（
旧
公
団
住
宅
）居
住

者
の
居
住
の
安
定
を
求
め
る
意
見
書

　

鳩
山
総
理
は
事
業
仕
分
け
の
第
２

弾
を
行
う
こ
と
を
明
言
し
た
。
Ｕ
Ｒ

賃
貸
住
宅
を
管
理
す
る
都
市
再
生
機

構
も
、
そ
の
事
業
や
規
模
か
ら
、
見

直
し
の
対
象
と
な
る
の
は
必
至
で
あ

る
。

　

現
在
、
足
立
区
に
は
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住

宅
が
27
団
地
、
１
万
３
千
716
戸
あ
る
。

多
く
の
団
地
で
は
高
齢
化
が
進
み
、

収
入
の
上
で
も
公
営
住
宅
入
居
対
象

と
な
る
住
民
が
大
多
数
を
占
め
て
い

る
。
そ
う
し
た
世
帯
の
大
半
が
、
今

の
団
地
で
の
永
住
を
希
望
し
て
お
り
、

団
地
は
か
け
が
え
の
な
い
生
活
の
拠

り
所
と
な
っ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
居
住
者
の
居

住
の
安
定
の
た
め
、
左
記
事
項
の
実

現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　

都
市
再
生
機
構
の
事
業
の
見
直

し
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住

宅
の
存
在
と
役
割
の
重
要
性
を
明

確
に
し
、
居
住
者
の
居
住
の
安
定

策
を
推
進
す
る
こ
と
。

２　

Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
が
「
住
宅
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
公
営

住
宅
入
居
対
象
と
な
る
住
民
が
大

半
を
占
め
て
い
る
実
態
を
踏
ま
え
、

公
営
住
宅
に
準
じ
た
家
賃
制
度
の

導
入
や
、
高
齢
者
や
子
育
て
世
帯

等
が
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る

制
度
に
改
め
る
た
め
の
検
討
を
行

う
こ
と
。

３　

Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
、
公

共
住
宅
を
守
る
見
地
か
ら
の
政
策

を
推
進
す
る
こ
と
。

４　

Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
へ
の
定
期
借
家

契
約
導
入
は
、
安
心
し
て
長
く
住

み
続
け
た
い
居
住
者
の
願
い
に
配

慮
し
た
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣

あ
て
）

若
者
の
雇
用
創
出
と
新
卒
者
支
援
の

充
実
を
求
め
る
意
見
書

　

大
卒
予
定
者
の
就
職
内
定
率
は
本

年
２
月
１
日
現
在
で
80.0
％
（
前
年
同

期
比
で
マ
イ
ナ
ス
6.3
ポ
イ
ン
ト
）、

高
校
新
卒
者
は
同
１
月
末
現
在
で

81.1
％
（
同
マ
イ
ナ
ス
6.4
ポ
イ
ン
ト
）

と
、
い
ず
れ
も
低
水
準
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
ニ
ー
ト
や
ひ
き
こ
も
り

な
ど
困
難
を
抱
え
る
若
者
へ
の
支
援

が
希
薄
で
あ
る
こ
と
も
危
惧
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
十
分
な
対
策
も
急
務
で

あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
若
者
の
雇
用
創
出
と
新
卒
者

支
援
を
図
る
た
め
、
左
記
事
項
の
早

期
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　
「
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
」
の

恒
久
化
、
お
よ
び
未
就
職
新
卒
者

に
対
す
る
同
給
付
の
適
用
拡
大
を

図
る
と
と
も
に
、
次
の
雇
用
へ
つ

な
げ
る
た
め
の
「
ト
ラ
イ
ア
ル
雇

用
（
試
行
雇
用
）」
の
拡
充
や
、「
働

く
場
」
と
「
職
業
訓
練
」
を
一
体

的
に
提
供
す
る
「
雇
用
付
研
修
体

系
」（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
支
援
セ
ン

タ
ー
等
）
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

２　

新
卒
者
の
内
定
率
の
低
下
と

就
職
活
動
に
か
か
る
費
用
負
担
が

非
常
に
重
い
こ
と
に
鑑
み
、「
就

活
応
援
基
金
」
を
創
設
す
る
な
ど
、

経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

　

ま
た
、「
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
」
の
持

つ
就
職
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
育

機
関
に
提
供
す
る
た
め
、
大
学
構

内
に
「
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
大
学
出
張

所
」
の
設
置
を
推
進
す
る
こ
と
。

３　

中
小
企
業
の
求
人
と
新
卒
者
の

求
職
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
す
る

た
め
、
中
小
企
業
の
求
人
や
そ
の

魅
力
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
行
う

「
政
府
版
中
小
企
業
就
活
応
援
ナ

ビ
」
を
創
設
す
る
こ
と
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣

あ
て
）

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
実
効
性

を
求
め
る
意
見
書

　

金
融
機
関
に
中
小
企
業
等
の
金
融

の
円
滑
化
を
促
す
「
中
小
企
業
金
融

円
滑
化
法
」
が
平
成
21
年
12
月
４
日

に
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
弾
力
的

な
融
資
、
返
済
緩
和
な
ど
の
貸
付
条

件
変
更
、
旧
債
の
借
換
え
等
、
中
小

企
業
支
援
を
旨
と
し
た
適
切
な
措
置

を
と
る
よ
う
金
融
機
関
に
努
力
義
務

を
課
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
条
件
変
更
対
応
保
証

制
度
」
を
申
請
で
き
る
企
業
の
資
格

要
件
が
、
既
に
別
の
信
用
保
証
を
受

け
て
い
る
企
業
や
、
政
府
系
金
融
機

関
の
日
本
政
策
金
融
公
庫
・
商
工
中

金
等
か
ら
融
資
を
受
け
て
い
る
企
業

は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
一
日
も
早
く
同
法
が
よ
り
実

効
性
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
あ
ら

ゆ
る
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
を
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
金
融
担
当
大
臣

あ
て
）

児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
親
権

制
限
を
求
め
る
意
見
書

　

児
童
虐
待
防
止
法
の
制
定
に
よ
り
、

児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
や
区
市
町

村
に
お
け
る
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
児
童
虐
待

防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
一
方
で
、
児
童
相
談
所

の
一
時
保
護
の
増
加
や
、
父
母
に
よ

る
児
童
養
護
施
設
か
ら
の
強
引
な
連

れ
戻
し
な
ど
課
題
も
多
く
、
子
ど
も

た
ち
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
の
早
急

な
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
親
権
を
盾
に
し
、
そ
の

陰
で
行
わ
れ
て
い
る
児
童
虐
待
に
対

し
て
は
、
新
た
な
法
整
備
が
必
要
で

あ
る
。

　

現
行
の
民
法
に
は
、
親
権
を
全
面

的
に
は
く
奪
す
る
「
親
権
喪
失
」
に

関
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
親
権
の
す

べ
て
が
無
期
限
に
奪
わ
れ
た
場
合
、

そ
の
後
、
親
子
関
係
を
回
復
す
る
こ

と
が
難
し
く
な
る
な
ど
の
問
題
点
が

あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
新
た
な
法
整
備
を

行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
父
母
の
「
親

権
の
一
時
停
止
」
や
「
監
護
権
の
停

止
」
を
認
め
る
制
度
と
す
る
な
ど
、

よ
り
弾
力
的
に
親
権
制
限
を
行
使
で

き
る
も
の
と
す
る
よ
う
強
く
求
め
る

も
の
で
あ
る
。

（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科

学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
あ
て
）

３
月
24
日
議
決

区議会ダイヤル

今
定
例
会
で
可
決
し
た

意
見
書
（
要
旨
）

用

語

解

説

＊
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
…�

若
者
の
就
業
促
進
及
び
能
力
向
上
を
図
る
た
め
、
就
職
支
援

サ
ー
ビ
ス
を
１
ヵ
所
で
ま
と
め
て
受
け
ら
れ
る
場
所
。

＊
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平成 22 年度各会計予算
一　般　会　計

国民健康保険特別会計

老人保健医療特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

後期高齢者医療特別会計

[ 歳入の部 ]
2,411 億円

[ 歳出の部 ]
2,411 億円

特別区税
395億 2,122万 6,000円
（16.39%）

特別区交付金 
888億円
（36.83%）

使用料及び手数料
40億7,035万 4,000円

（1.69%）

国庫支出金
510億 3,908万 6,000円

（21.17%）

都支出金
138億 5,627万円

（5.75%）

特別区債 
66億 2,100万円

（2.75%）

その他
371億 9,206万 4,000円

（15.43%）

議会費
9億 3,852万 9,000円
（0.39%）

総務費	
223億 3,279万 4,000円
（9.26%）

民生費
1,061億 1,383万 7,000円
（44.01%）

産業経済費	
40億 1,234万 4,000円
（1.66%）

環境衛生費
171億 5,829万 8,000円

（7.12%）

土木費 
190億 7,723万 7,000円

（7.91%）

教育費 
315億 3,281万円

（13.08%）

公債費
131億 3,339万 1,000円

（5.45%）

その他 
268億 76万円
（11.12%）

[ 歳入の部 ]
862 億 7,706 万 7,000 円

[ 歳入の部 ]
376 億 1,225 万 6,000 円

[ 歳入の部 ]
106 億 2,887 万 6,000 円

[ 歳入の部 ]
8,090 万 3,000 円

[ 歳出の部 ]
862 億 7,706 万 7,000 円

[ 歳出の部 ]
376 億 1,225 万 6,000 円

[ 歳出の部 ]
106 億 2,887 万 6,000 円

[ 歳出の部 ]
8,090 万 3,000 円

国民健康保険料
167億 7,055万 9,000円
（19.44%）

国庫支出金
215億 2,342万 7,000円
（24.95%）

都支出金
45億 8,273万円（5.31%）

繰入金
163億 830万 2,000円

（18.90%）

その他
270億 9,204万 9,000円

（31.40%）

総務費
15億 9,998万円
（1.85%）

保険給付費
577億 8,087 万 7,000円
（66.97%）

後期高齢者支援金等
115億 2,916万 7,000円

（13.36%）

その他
153億 6,704万 3,000円

（17.81%）

介護保険料
72億 9,636万円
（19.40%）

国庫支出金
78億 3,714万 1,000円
（20.84%）

都支出金
53億930万 8,000円
（14.12%）

繰入金
63億 6,623万 5,000円

（16.93%）

その他
108億 321万 2,000円

（28.72%）

総務費
10億 3,495万 5,000円
（2.75%）

保険給付費
354億 8,762万 9,000円
（94.35%）

その他
10億 8,967万 2,000円

（2.90%）

後期高齢者医療保険料
40億 9,642万 5,000円
（38.54%）

繰入金
62億 2,767万 2,000円

（58.59%）

その他
3億 477万 9,000円

（2.87%）

総務費
3億 7,438万 7,000円
（3.52%）

保険給付費
2億 4,500万円
（2.31%）

分担金及び負担金
96億 5,433万 5,000円
（90.83%）

その他
3億 5,515万 4,000円

（3.34%）

繰入金
6,629万 5,000円
（81.94%）

その他
1,460万 8,000円

（18.06%）

医療諸費
8,050万円
（99.50%）

その他
40万 3,000円

（0.50%）


